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はじめに 

「平成 22 年度全国救護施設実態調査」の調査結果によると、救護施設利用者

の半数以上（54.6％）は精神障害のある人となっています。以前から、救護施

設の利用者のなかでも、精神障害のある利用者については、地域での自立した

生活を希望する人が多い傾向があることが、施設関係者により指摘されていま

した。本会では、精神障害者の地域移行後の生活を見据えた個別支援計画の策

定とその支援の推進に資するために、国に対し精神保健福祉士の加配について、

永年にわたり要望活動に取り組んできました。 

こうしたなか、平成 23 年度に、国は精神状態の悪化など一時的に不安定にな

った際などに利用できるよう一時入所の制度を整備するとともに、救護施設に

精神保健福祉士を加配した場合の加算措置を講じることとなりました。これは、

生活保護受給者のなかには精神疾患を有する人が多くいること、生活保護受給

者で自殺する人の割合が高いことなどから、地域の精神障害者の相談支援機能

を強化するとともに、自殺防止対策も充実していくことを目的とした施策でし

たが、結果として本会の要望に沿った内容の制度改正が実現しました。 

今般、精神保健福祉士の加配が創設され２年となり、その成果が各施設の支

援に着実に表れてきています。一方で、加配要件を満たしていても精神保健福

祉士の有資格者がいないために加配ができない施設や、精神保健福祉士の有資

格者が、その専門性を十分に生かしきれていない施設が見られるなど、課題も

出てきています。精神保健福祉士が救護施設において専門性を発揮するために

は、まず救護施設の現場で支援ノウハウを蓄積することが必要となります。現

場実践の蓄積と専門性が備わることで、施設で生活する精神障害のある利用者

の個別支援の充実が図られるとともに、地域移行した退所者や地域に暮らす精

神障害のある人への支援も推進できると考えます。そうした精神保健福祉士の

働きが、救護施設の地域のなかにおける専門機能をさらに高めていくことにつ

ながるといえます。 

本会は、平成 24 年度に調査・研究・研修委員会において、救護施設における

精神保健福祉士の役割・機能に関する調査研究事業に取り組みました。このな

かで、厚生労働省や日本精神保健福祉士協会との意見交換（本報告書 23～64 頁

に参考資料を掲載）や会員施設を対象とした精神保健福祉士の支援に関する調

査を実施しました。これらの取り組みをとおして、救護施設において精神保健

福祉士が担うべき役割・機能とは何か、救護施設の相談支援機能をいかに高め

ることができるかなどを考察し、本報告書にとりまとめました。 

現在、救護施設は利用者の支援にとどまらず、地域生活に移行した退所者や

地域の生活困窮者も含めた、幅広い支援の展開が求められています。これらの

取り組みを推進する一助としても、本報告書をご活用いただければ幸いです。 

 全国救護施設協議会 

     会長 大西 豊美  
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Ⅰ 救護施設における精神保健福祉士の役割・支援の現状 

～「精神保健福祉士の支援に関する調査」結果より～ 

 

 「平成 22 年度全国救護施設実態調査」の結果をみると、平成 22 年 10 月１日

時点で全国 187 施設（全 188 施設における回答率は 99.5％）における、救護施

設職員の精神保健福祉士の資格取得者は合計で 187 名であった。 

 その後、平成 24 年度に実施した「精神保健福祉士の支援に関する調査」（基

準日：平成 24 年８月１日）では、回答のあった 154 施設（同・回答率 82.8％）

のうち、91 施設・計 144 名の有資格者がいるという結果となった。 

 以下、「精神保健福祉士の支援に関する調査」の結果をもとに、救護施設にお

ける精神保健福祉士の役割・支援の現状を紹介する。 

 

① 施設における精神保健福祉士の加配要件の有無 

 ○加配要件を満たす施設    109 施設（回答施設の 70.8％） 

 ○加配要件を満たさない施設   45 施設（回答施設の 29.2％） 

 

② 精神保健福祉士の加配申請の有無 

○申請を行った施設       59 施設 

（加配要件を満たす施設の 54.1％） 

                  うち  加配１人申請  56 施設 

                     加配２人申請   3 施設 

申請を行った理由としては、精神障害のある入所者への相談支援や地域 

生活移行の充実や、地域の関係機関との連携強化、施設利用者の高齢化・障

害の重度化に対応するため、などがあげられた。 

 

 ○申請をしなかった施設     50 施設 

（加配要件を満たす施設の 45.9％） 

申請をしなかった理由として、施設内や通勤圏内と考えられる地域にお 

いて、有資格者を採用できなかったことや、明確な業務内容が規定されてい

ないなかで、精神保健福祉士を配置するほどの業務はないと考え、指導員の

配置で対応できることや、法人として人員配置が認めなられなかったという

理由がみられた。 

 

③ 精神保健福祉士の加配認定の有無 

 加配認定を行った 59 施設に加配認定の有無について聞いた。 
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○認定された施設      54 施設（申請を行った施設の 91.5％） 

    このうち、加配された精神保健福祉士は計 57 名であった。 

  ○認定されていない施設   5 施設（申請を行った施設の 8.5％） 

    「実施機関からの連絡がない」「申請中」などの回答であった。 

 

④ 施設における精神保健福祉士の有資格者の有無 

 調査回答のあった 154 施設に精神保健福祉士の有資格者の有無を聞いた。 

○有資格者のいる施設     91 施設（回答施設の 59.1％） 

        上記91施設のうち 有資格者の人 １人  48施設（52.7％） 

                        ２人  21 施設（23.1％） 

                        ３人   9 施設（ 9.9％） 

                        ４人   5 施設（ 5.5％） 

                        ５人以上 8 施設（ 8.8％） 

                           （最大：13 人） 

○有資格者のいない施設    63 施設（回答施設の 40.9％） 

うち 精神・知的障害のある利用者のいる割合が 70％以上（加配要件を

満たしている）の施設は 34 施設（有資格者のいない施設全体の 54.0％）

にのぼった。救護施設における精神保健福祉士の有資格者が不足している

状況が示された。 

 

⑤ 加配制度により配置された精神保健福祉士の業務内容等 

加配している 54 施設の精神保健福祉士の業務内容をみると、入所者や地域

生活支援関係事業を利用する人を含めた地域の精神障害者への相談援助業務、

病院など地域の関係機関との連携を主たる業務としている回答が多くみられ

た。また、個別支援計画や研修を担当する職員への支援など、スーパーバイザ

ーとしての役割を担っている回答も見られた。その他、入所者への介護業務や

個別支援計画作成など、一般の介護職員とほぼ同様の職務を兼務しているとの

回答もみられた。 

 

⑥ 加配制度を利用せずに精神障害者への相談支援業務の担当者として精神保

健福祉士を配置している施設 

27 施設が、加配を受けずに精神保健福祉士を配置していると回答した（回答

施設の 17.5％／有資格者のいる施設の 29.7％）。うち、７施設（加配以外で配

置している施設の 25.9％）は、加配要件を満たしていない。 
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⑦ 加配制度を利用せずに精神障害者への相談支援業務の担当者として配置さ

れている精神保健福祉士の業務内容等 

加配された精神保健福祉士と同様、精神保健福祉士としての業務では、入所

者や地域生活支援関係事業を利用する人を含めた地域の精神障害者への相談援

助業務、病院など地域の関係機関と連携を進めるうえでの担当業務を主たる業

務としている回答がみられた。また、個別支援計画策定におけるスーパーバイ

ザーとしての役割を担っている回答も見られた。その他の担当業務として、入

所者への介護業務や生活支援などを行っているとの回答もみられた。 

 

⑧ 精神保健福祉士を配置したことによる成果 

入所者の支援に関しては、専門的な相談援助による利用者の精神的安定や地

域移行（就労）をめざす利用者の相談援助や個別支援の充実があげられ、実際

に地域生活移行を実現した利用者が増加したという回答がみられた。 

また、地域の関係機関との連携強化、通所事業等の地域生活支援関係事業の

充実、精神障害者の相談窓口の拡大など、施設退所者や地域に暮らす精神障害

者の支援の充実が図られたという回答もみられた。 

さらに、施設内研修の充実など、職員の精神障害者への啓発・理解促進に資

する取り組みをあげる施設もみられた。 

 

⑨ 精神保健福祉士の加配制度を活用するうえでの課題 

 有資格者が施設にいないため、人材の確保・養成を課題としてあげる回答が

見られた。利用者が変動するなかで、加配要件を継続して満たしていけるかわ

からないために加配できない、また、精神保健福祉士の専門性を生かした支援

とは何かを見出せていない、などの回答もあった。 

精神障害のある利用者等への支援の充実だけでなく、専門的な支援ができる

地域の資源として、地域の関係機関と連携することの必要性も認識しつつ、精

神保健福祉士の配置の意義と役割を位置づけていくことの課題もみえてきた。 

 

⑩ 今後の精神保健福祉士の業務、位置づけをどのように考えるか 

精神障害のある利用者の個別支援、相談支援の充実、地域生活移行の促進の

ために、指導員や介護職員とは違った専門性をもって支援に関わることが回答

としてみられた。また、地域の関係機関との連携やボランティアや住民の相談

窓口としての役割など、地域生活支援関係事業等の充実に資する役割を担うこ

とがあげられた。さらに、専門性を生かした他職員への啓発・アドバイスや支

援のコーディネートを行う役割に期待する回答もみられた。  
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Ⅱ 救護施設における精神保健福祉士の役割と業務（提言） 

 

１．救護施設における精神保健福祉士の本来的な役割・機能 

 

全救協では、精神障害のある利用者への支援を充実させるためのさまざまな

取り組みを積み重ねてきており、その結果、平成 23 年度に精神保健福祉士の加

配の創設に結びついている。救護施設における精神保健福祉士の役割・機能を

考えていく前提として、これまでの全救協の取り組みの経過を理解しておくこ

とが必要である。 

 

○ 精神障害者支援への取り組みの経過 

昭和 57 年 4 月、全救協が「精神障害寛解者実態調査報告書」を発表。その後、

精神科医の派遣という措置が認められた。これは、救護施設における精神障害

者支援については、福祉の面からだけでなく、医療と福祉が一体となってこれ

にあたることが必要であるという、当時の全救協の要望が認められた成果であ

った。 

昭和 58 年 10 月には、精神障害者支援に必要な基礎的な知識や配慮すべき事

項をまとめた「精神障害寛解者処遇についての手引 20 章」を発行し、全国救護

施設職員の精神障害に対する理解の促進と支援内容の充実のために活用された。 

その後、全救協では研修会の開催等を通じ、精神障害者支援のスキルアップ

に努めてきた。 

○ 個別支援計画推進の過程から 

全救協は、平成 14 年に「救護施設個別支援計画書」を発行し、救護施設にお

ける個別支援のあり方について、また、その具体的実施について研修を通じ全

国の救護施設に働きかけた。その成果として、「施設内完結」から、「自立」「施

設退所」という流れが少しずつ増えてきた。 

個別支援を充実し、「自立」に向けての支援を具体化していく中で、とくに精

神疾患をもっている利用者への支援においては、精神医療、精神保健の専門性

がなくては、「自立」に至ることが困難なケースがみられるようになった。 

○ 「救護施設の機能強化に向けての指針」の「セーフテイネット機能」と「地域移行支

援機能」の強化に向けて 

平成 19 年にとまとめた「救護施設の機能強化に向けての指針」では、「セー

フテイネット機能」と「地域移行支援機能」という二つの機能強化を打ち出し

た。これらの機能を強化するためには、精神保健福祉士の専門性が必要不可欠

なものとしてきた。 
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上記のような歴史的経過を踏まえ、また、全国の救護施設の入所者実態を勘

案し、救護施設として厚生労働省に対し、長年にわたり制度・予算要望を続け

てきた結果、精神保健福祉士が加算配置となったことは、救護施設に対する精

神障害者支援への期待の大きさを感じる。 

保護施設通所事業、救護施設居宅生活訓練事業、一時入所等の地域生活支援

関係事業をすすめていくうえで、利用者本人の希望と、医療や保健福祉、地域

をつなぐ役割を担うのは、精神障害の支援にかかる知識・技術を備え、生活施

設である救護施設で日々関わりを通して利用者本人をよく知る精神保健福祉士

がふさわしいといえる。さらに、地域の精神障害者に対しても、これらの支援

を担っていくことが求められている。 

 

 精神保健福祉士が有する専門性を生かし、救護施設が精神障害者の相談支援

機能をさらに発揮していくために、以下、救護施設において精神保健福祉士が

担う役割・機能について 

・施設内の自立支援に資するための支援 

・地域の精神障害者への支援 

・精神障害への理解促進 

にわけてまとめた。「果たすべき役割」として示されたすべての役割を担うとい

うよりも、貴施設や地域の実情に応じて精神保健福祉士が担う役割とし、精神

障害のある利用者等の支援の充実につなげていただきたい。 
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２．救護施設において精神保健福祉士が果たすべき役割・機能 

 

（１）施設における自立支援に資するための支援 

 

① 精神障害等のある利用者の個別支援計画の策定および推進 

果たすべき役割 

救護施設利用者のうち、とくに精神障害や知的障害などのある利用者の個別

支援計画の策定においては、施設内での自立した生活や地域移行といった今後

の生活を見据えながら、利用者の障害特性を踏まえた支援・準備が必要となる。

また、それらの支援について具体的にどのように実施していくか、などの検討

が必要となる。 

例）・入所前の生活歴や現在の利用者の状況から、地域社会で生活するうえで

の課題を明らかにし、支援・準備を計画し実施する。 

・施設内での自立した生活のために、障害特性等を踏まえながら目標を設

定し、そのための支援を行う。 

・障害に対する本人の理解や通院・服薬管理などを支援する。 

・地域で生活するときに利用できる社会資源とその活用法を整理する。等 

そこで、障害・病気に関する専門的知識と社会福祉の知識・支援技術を有す

る精神保健福祉士の専門性を生かした支援メニューの検討やその手法等を個別

支援計画の中に反映していく。 

さらに、救護施設で支援経験を積み重ねた精神保健福祉士には、スーパーバ

イザーとして計画策定や実施にあたる者への相談・助言等を行うことが期待さ

れる。また、個別支援計画策定の推進役を担うことも期待できる。 

具体例（例示） 

・アセスメントの実施、アセスメント結果の分析 

利用者が今後どのような生き方、暮らし方を望むのかを把握する。また、現

在の生活状況や生活上の課題等を把握する。 

・個別支援計画書の策定への関わり 

アセスメント結果に基づき、専門的見地から、自立支援の目標や具体的な方

法、障害特性への対応など支援を進めるうえで配慮すべき点などの意見を述

べる。また、利用者への計画の説明においては、担当者とともに精神保健福

祉士としての見地から説明する。                          

・個別支援計画に基づく地域の関係機関等との連携の推進 

地域のネットワークを活用できる個別支援計画となるよう、地域の社会資源

に関する情報収集を行うとともに、施設内でも情報共有を図る。また、救護施

設が地域の社会資源としての機能を果たすことができるよう、施設長等ととも
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に関係機関等との連絡・調整を行う。 

・個別支援計画の充実 

ＰＤＣＡサイクルに基づく個別支援計画の充実を図るために、専門的な立場

から評価会議等において計画や手法の改善提案等を行う。 

 

② 精神障害等のある利用者の相談支援 

果たすべき役割 

救護施設での支援の特徴として、生活全体の充実を図るために、24 時間体制

で、専門的な立場から関わりながらサポートできることがあげられる。その特

徴を生かして、利用者に寄り添いながら、生活全般を見渡し、個別支援計画に

基づく将来の方向性に基づいたきめ細かな対応が求められる。 

とくに精神障害等のある利用者のなかには、障害特性や生活経験の乏しさな

どから、「この程度であれば当たり前にできるだろう」と思うようなことでも行

うことができないことも多い。そうした利用者の「生活のしづらさ」に共感し、

他職種と連携を図りながら相談支援をすすめ、伴走者として改善に取り組んで

いくことが、精神保健福祉士の専門性に基づく役割といえる。 

具体例（例示） 

・施設における苦情の受付対応 

  利用者間のトラブルや支援の改善の要望等について、日頃利用者と接する

なかで把握し、施設全体で情報を共有しながら適切な対応を図る。 

・生活不安の解消 

  情緒が不安定な状態のときや将来への不安などを訴えるときには、利用者

に寄り添いながら悩みを聞き、他職種とも協力しながら不安の解消に向けた

対応を図る。 

・利用者への医療・福祉等に関する情報提供 

  障害・病気に関する情報や医療・福祉制度、サービスに関する情報など、

自立支援の視点から利用者への情報提供を行う。 

・自立支援医療の更新、手帳の申請等の事務手続きにかかる支援 

  利用者が利用できる制度、サービスに関する事務手続きの支援を行う。 

・通院の付き添い 

  利用者の医療機関への通院等に付き添い、受診等の際に専門的見地からサ

ポートする。 

 

③ 救護施設居宅生活訓練事業の利用者への支援 

果たすべき役割 

地域生活移行を希望する利用者の自立支援を行ううえで、救護施設居宅生活
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訓練事業の活用が効果的である。多職種による連携の下、個別支援計画の策定・

見直しや利用者への相談支援など、支援を進める過程に精神保健福祉士が参画

する。 

具体例（例示） 

・地域生活移行後の具体的な生活のイメージの提供 

 支援を始めるにあたって 

・地域でどのような生活をするかのイメージづくり 

・生活上どのような課題があるか 

・（障害特性等から）何が課題となるのか 

・そのための支援をいかに進めていくのか 

・地域との社会資源とその利用方法 

などについて、利用者が整理し、地域での生活をイメージできるように支援し

ていく。 

 支援期間中も、適宜、地域生活の具体的なイメージについて説明する。 

・地域移行に向けた支援の推進 

  個別支援計画に基づき、支援の効果をチェックし、他職種と相談しながら

担当者を支援し、適宜支援内容の見直し等を図る。また、生活不安の解消な

どを図る。 

・地域生活移行後の支援体制の構築 

  利用者が地域生活移行後に自立生活を継続できるよう、活用できる社会資

源を把握するとともに、関係機関等と連携を図りながら、環境整備を進める。

あわせて、救護施設としてどのような支援や関わり方ができるのかを検討し、

施設全体で共有していく。 

 

④ 利用者と家族との関係調整 

果たすべき役割 

個別支援計画に基づく支援を進めていくうえで、利用者と良好な関係にある

家族からの協力が得られる支援は効果があがる。他職種と協力しながら個別支

援計画による支援の方針・内容について、利用者の家族とも共有できるように

することが望ましい。また、家族が抱える悩み等についても相談に応じ、家族

支援の視点で取り組みをすすめることも必要となる。 

具体例（例示） 

・家族への情報提供 

  利用者の状況を共有し、精神保健福祉士としての専門性をもって家族を支

援することを伝え、家族とともに支援する必要性について理解を深める。 

・家族への個別支援計画の説明、意向確認 
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  家族との相談会などをとおして、個別支援計画に基づく支援の具体的方法、

今後の方向性などを説明し、理解を得るとともに、利用者との関わりについ

て協力を得られるように働きかける。また、家族の意向などを個別支援計画

に反映させる。 

・家族の抱える課題等に対する相談支援 

  精神保健福祉士の専門的見地から相談支援を行い、家族の不安解消を図る

とともに、必要性に応じ、家族を対象とした相談支援についても取り組む。 

 

⑤ 関係機関等との連携の促進、地域のネットワークの構築 

果たすべき役割 

地域で生活する要支援者が、地域のなかで孤立することなく、安心して過ご

すためには、救護施設も通所・訪問指導などにより支援を行うとともに、行政・

医療・保健・福祉施設・社協・民生委員など地域の関係機関や、市民団体・ボ

ランティア等のインフォーマルな組織が連携して支援することが必要となる。

こうした地域のネットワークに参画し、精神保健福祉士の専門性を発揮するこ

とが期待される。 

具体例（例示） 

・地域の社会資源に関する情報収集 

  関係機関の提供する支援等の情報を把握するとともに、市民団体・ボラン

ティアグループによる支援活動やセルプヘルプグループ活動（障害当事者同

士による活動）なども含め、地域にある社会資源について情報収集を行い、

支援に活かしていく。 

・関係機関等との連携 

関係機関等との連絡・調整の窓口を担い、支援に関する情報等を共有すると

ともに、自施設が提供できる支援の情報を提供する。 

・地域の医療カンファレンス等への参画 

他機関等が集う医療カンファレンス等に参画し、地域の課題や対応等につい

て連携強化を図る。 

・地域の社会資源の開発・開拓 

他機関との協働により、新たな制度・サービスの創設や、ＮＰＯ組織、ボラ

ンティアなどのインフォーマルな支援組織に対する専門性を生かした相談支

援などをとおして、社会資源の開発・開拓をすすめる。 
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（２）地域の精神障害者等への支援 

 

① 地域の精神障害者等への相談支援 

果たすべき役割 

生活保護受給者の増加や低所得世帯における生活課題が顕在化するなか、救

護施設は、利用者への支援にとどまらず、地域の生活困窮者等にも支援を拡充

させていくことが、社会的な要請となっている。とくに精神保健福祉士の加配

制度は、増加している精神障害のある利用者の支援の充実だけでなく、地域の

精神障害者への相談支援を拡充する一環として、創設された制度でもある。 

精神保健福祉士は、地域の精神障害者等が安心して生活をしていくために、

地域の要支援者の相談にも積極的に応じ、救護施設が提供できる地域生活支援

関係事業（通所事業、一時入所等）や自治体・施設独自の支援等を活用しつつ、

支援を行う役割を担う。さらに、救護施設をはじめ、適切な社会資源の情報に

ついても提供したり、他機関につないだりする役割を果たす。 

具体例（例示） 

・地域の精神障害者等への情報提供活動 

相談支援などを行うなかで、必要に応じて、自施設の提供する一時入所、通

所事業や独自事業、活用できる制度やサービス、地域の社会資源などの情報提

供を行う。 

・通所事業・一時入所の活用による支援 

  地域の生活困窮者への保護施設通所事業・一時入所を提供する機会をとお

して、相談支援により体調管理や孤立防止、自殺予防などにつなげる。 

・地域生活支援関係事業等を通した課題の抽出、新たな支援等の提案 

  精神障害者の地域生活支援を展開するなかでみえてきた課題等について共

有し、専門的見地からとらえ、課題を解決していくための支援の充実や新た

な支援の提供等をネットワークに提案する。 

・他機関と連携した支援を推進するうえでの連絡・調整 

  相談支援を行うなかで、さらに専門的な支援が必要である場合には、生活

困窮者の総合相談支援センターなど、地域の中核的な相談支援機関につなぐ。

また、他機関・職種と地域のネットワークを組み、情報を共有しながら、迅

速に支援対応をするために、救護施設の窓口として、連絡・調整を行う。 

 

② 家族への相談対応 

果たすべき役割 

地域に暮らす精神障害者等への支援を進めていくうえで、家族の理解・協力

が得られることが有効である。そのため、支援の方針・内容などについて、サ
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ービス利用者の家族から理解が得られるよう調整する。また、家族が抱える悩

み等についても相談に応じ支援する。 

 

具体例（例示） 

・家族への情報提供 

  利用者・家族が利用できるサービス・制度や、施設において活用できる支

援内容などについて説明する。 

・家族への施設で提供する支援の説明、意向確認 

  支援の具体的方法、今後の方向性などを説明し、理解を得、協力を求める。

把握した家族の意向などは、関係機関とも共有しながら、今後の支援に反映

させる。 

・家族の意向を反映した協力体制の構築 

  サービス利用者への支援を充実させていくために、家族としてどのように

かかわるかをともに考え、地域のネットワークと情報を共有しながら、協力

体制を構築していく。 

・家族の抱える課題等に対する相談支援 

  精神保健福祉士の専門的支援技術をもって相談支援を行い、家族の不安解

消を図るとともに、家族と施設との信頼関係の構築に結び付ける。 

 

③ 精神障害者等が暮らしやすい地域環境の構築 

 地域の中で精神障害者等が暮らしやすいような地域環境を構築していくため

に、関係機関への働きかけ、地域の支援ネットワークを活用した支援を提供す

る。 

具体例（例示） 

・地域の社会資源に関する情報収集 

  関係機関の提供する支援等の情報を把握するとともに、市民団体・ボラン

ティアグループによる支援活動やセルプヘルプグループ活動（障害当事者同

士による活動）なども含め、地域にある社会資源について情報収集を行い、

支援に活かしていく。 

・関係機関等との連絡・調整 

関係機関等との連絡・調整の窓口を担い、支援に関する情報等を共有すると

ともに、適宜、支援を必要とする人の支援に結び付けていく。 

・地域の医療カンファレンス等への参画 

 他機関等が集う医療カンファレンス等に参画し、連携強化を図る。 

・地域の社会資源の開発・開拓 

地域に不足している社会資源を把握するとともに、他機関との協働により、
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新たな制度・サービスの創設や、インフォーマルな支援組織の結成など、社会

資源の開発・開拓に向けた働きかけを行う。 

・ピアサポートやセルプヘルプ活動への支援 

  地域における活動への参画・協力をとおして、当事者のニーズの把握や改

善を要する事項の抽出・集約など、当事者の意向を反映させながら、精神障

害者等が暮らしやすい地域環境の構築に結び付けていく。 
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（３）精神障害への理解促進 

 

① 職員の精神障害等への理解促進と支援の資質向上 

果たすべき役割 

 社会全体に精神障害に対する理解をすすめるための啓発活動や地域の支援者

を対象とした研修会などを企画・実施するなど、救護施設の機能を活かし、精

神障害等のある利用者や地域に暮らす精神障害者等の暮らしやすい地域づくり

を推進する。 
具体例（例示） 

・職員への啓発を目的とした研修会等の企画・開催 
職員を対象として、経験や勘に頼る支援からの脱却し、専門性に基づき支援

を推進することなどをテーマにした職場研修等を企画・開催する。研修を通し

て、精神障害者に対する特性・症状等の理解を深め、サービス方法や接し方、

他種別との連携の重要性など、精神障害等への理解の促進を図る。 
・施設の人権擁護・障害者対応等の基本方針策定への参画 

施設の人権擁護や障害者対応等の基本方針について、策定や見直し等を行う

際に参画し、専門的見地から意見を述べる。 
・個別支援計画における専門性をもった助言 

救護施設における支援を積み重ね、支援の現状を熟知している精神保健福祉

士においては、スーパーバイザーとして担当者に助言等を行い、個別支援計画

の充実を図る。そのなかで、職員として精神障害者等に配慮すべきことなど、

障害に対する理解の促進等もすすめる。 

 
② 地域の関係機関・住民等への精神障害等への支援の理解促進 

果たすべき役割 

地域の関係機関や住民等と関わる会合や行事等において、救護施設で行われ

ている支援や精神障害等のある人びとの理解につながるような情報提供等を行

い、精神障害等のある人びとが暮らしやすい地域社会づくりをすすめる。 

 
具体例（例示） 

・自治会や地域の行事等における関連プログラム等の企画・実施 
自治会や地域の行事等のなかで、地域の住民を対象に、精神障害のある人の

置かれた実情や課題等を説明するなど、関連したプログラムを企画・実施する。

あわせて、救護施設や地域のネットワークのなかで行われている支援内容や地

域住民も利用可能なサービス等についても説明し、精神障害のある人への理解

促進につなげる。 
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・地域の関係機関による合同の会合・研修会等への参画 
地域ネットワークを組む関係機関が主催する会合や研修会等の機会に参加

し、相互の情報交換を通して、支援方法の違いや支援の可能性について理解を

深める。会合や研修会等の企画が行われていない場合には、関係機関と協働し

ながら合同の研修会等を立ち上げ、参加団体の拡充を図る。 
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３．「精神保健福祉士の支援に関する調査」の結果からみえてきた課題への対応

（提言） 

 施設に配置された精神保健福祉士が、前記「２．救護施設において精神保健

福祉士が果たすべき役割・機能」で紹介した支援を着実に実行することで、救

護施設における精神障害者等への相談支援機能はさらに向上されることが期待

できる。「Ⅰ 救護施設における精神保健福祉士の役割・支援の現状」で紹介し

た「精神保健福祉士の支援に関する調査」の結果から明らかになった次の課題

に対し、各施設でもご検討いただきたい。 

 

●精神保健福祉士の加配要件を満たしている（精神・知的障害のある利用者が

全利用者の 70％以上を占めている）施設の約半数が加配申請を行っていない。 

施設に有資格者がいないという理由のほか、精神保健福祉士としての明確な

業務内容が規定されていないなかで、配置を見送ったり、法人が配置を許可し

なかったという施設が見られた。そのような施設におかれては、本報告書に示

した業務内容を参考に、精神保健福祉士の加配制度の活用について、積極的に

ご検討いただきたい。 

 

●約４割の施設で精神保健福祉士の有資格者がいない。 

有資格者がいないという回答のあった 63 施設のうち、精神保健福祉士の加配

要件を満たしている施設は 34 施設（有資格者のいない施設全体の 54.0％）にの

ぼった。地域に精神保健福祉士の有資格者がおらず、新規採用は難しいという

意見も見られ、救護施設における精神保健福祉士の有資格者が不足している状

況が明らかになった。 

 救護施設は平成 24 年度から、実務経験に応じて精神保健福祉士国家試験の受

験資格の対象者となる「指定施設」に追加されており、職員がより受験しやす

くなっている（※）。有資格者の新規採用だけでなく、職員の人材育成の一環と

して、資格取得をし、配置転換をしていく方法も有効である。そのため、職員

の資格取得を支援する環境整備等についても検討いただきたい。 

※ 「指定施設」となったことで、「実習指導者」（相談援助業務に３年以上従事

し、指定講習会を修了した者）を置くことにより、養成施設の指導科目にあ

る「精神保健福祉士援助実習」の実習施設となることができる。 

 

●精神保健福祉士の専門性を生かした支援が見出せないとの意見が散見される。 

 他の職種との業務の差別化ができない、あるいはしていないという意見もみ

られたが、本報告書に示した業務を精神保健福祉士が担うことで、救護施設と

して、精神障害者等への相談支援機能のさらなる向上が期待できる。 
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また、精神保健福祉士の業務を相談支援業務のみを行う者として位置づける

ことを懸念する意見もみられる。しかし、本報告書に示したように、救護施設

の精神保健福祉士の業務は、相談業務のみならず、施設内では利用者の生活支

援を行いながら、地域では要支援者に寄り添いながら、また他の職種・機関等

との連携によって展開されるものである。個別支援計画の策定や地域生活移行

支援事業といった具体的な支援を進めていくうえで、精神保健福祉士が参画す

ることで、より専門性を生かした支援の提供が期待できる。 

本報告書では、そうした視点から精神保健福祉士の業務を整理し、紹介して

いる。加配措置を受けた救護施設については、本報告書に示された業務をご参

考にしていただき、精神保健福祉士の専門性を生かした体制づくりをすすめて

いただきたい。 
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救護施設における精神保健福祉士の役割・機能にかかる調査研究事業 
事業経過 

 
 
平成 24 年 

4 月 25 日 第１回調査・研究・研修委員会 

・事業内容およびスケジュールにかかる協議 

 

7 月 18 日 第２回調査・研究・研修委員会 

・意見交換：厚生労働省  

        ＜出席者＞社会・援護局保護課 予算係長 馬場 和弘 氏 

       ・アンケート調査内容の検討 

・事例収集に関する検討 

  

8 月～9月 「精神保健福祉士の支援に関するアンケート」の実施 

（基準日：８月１日） 

 

10 月 12 日 第３回調査・研究・研修委員会 

・意見交換：日本精神保健福祉士協会 

 ＜出席者＞理事、前「精神保健福祉士業務指針」作成委員長 

古屋 龍太 氏（日本社会事業大学 准教授） 

「精神保健福祉士業務指針」作成委員長 

 岩本 操 氏（武蔵野大学 准教授） 

 

12 月 3 日 第４回調査・研究・研修委員会 

・精神保健福祉士による支援に関する調査 結果分析 

・精神保健福祉士の役割と業務に関する検討 

 

平成 25 年 

２月５日 第５回調査・研究・研修委員会 

・報告書（案）の協議 

       

 ３月５日 第４回理事会 

・報告書作成に向けた進捗状況の報告 

 

４月 22 日 平成 25 年度第１回理事会 

       ・報告書の決定 

平成 25 年度全救協総会 

       ・報告書とりまとめの報告 
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全国救護施設協議会 調査・研究・研修委員会 

委員等名簿 

   

全国救護施設協議会 

 会 長    大西 豊美（大阪府・みなと寮） 

 

 

全国救護施設協議会 調査・研究・研修委員会 

 

担当副会長  品川 卓正（東京都・（福）村山苑） 

 

委員長    守家 敬子（香川県・萬象園）  

副委員長   米光 正雄（山口県・聖和苑）  

委 員     越前 典洋（北海道・函館共働宿泊所救護部） 

   〃     山田 敏昭（宮城県・東山荘） 

   〃     吉田 和博（茨城県・慈翠館）    

〃     西村 行弘（長野県・旭寮）     

〃     松田 昌訓（大阪府・フローラ） 

〃     川谷 龍眞（大分県・大分県渓泉寮）  

 

（所属は平成 25 年 3 月末現在） 
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